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「こども誰でも通園制度がはじまります」
「物価高騰対策の国交付金で暮らしの支援」
「議会懇談会」で出された意見や回答 など
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記
事

◎一般会計補正予算第9号 ……３P
◎一般会計補正予算第8号 ……４P
◎議員発議による意見書 ……７P
◎一般質問  ………………… …８P

特集

こどもの森保育園

つばきこども園

かえでこども園

（写真はこども誰でも通園制度の実施予定園）



【
12
月
定
例
会
の
よ
う
す
】

　
令
和
7
年
12
月
定
例
会
が
12
月
4
日
か
ら
19
日
の
16
日
間
開
会
さ
れ
た
。
主
な
議
案

は
、
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
他
、
条
例
の
制
定
・
改
正
10
件
、
野
田
川
地
域
認
定

こ
ど
も
園
敷
地
造
成（
そ
の
2
）工
事
請
負
契
約
の
締
結
1
件
、町
道
路
線
の
認
定
1
件
、

補
正
予
算
7
件
、
指
定
管
理
者
の
指
定
3
件
、
意
見
書
1
件
。
一
般
質
問
は
13
人
の
議

員
が
行
っ
た
。

　
条
例
で
は
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
条
例
制
定
や
、
特
別
職
の
給
与
及
び
報
酬
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
、
子
育
て
支
援
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
が
議
論
さ
れ
た
。

　
補
正
予
算
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
増
額
見
込
み
や
、
人
事
院
勧
告
に
伴
う
人
件
費

の
増
額
等
、
追
加
補
正
予
算
と
し
て
、
国
の
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時

交
付
金
に
よ
る
町
の
事
業
が
議
論
さ
れ
、
す
べ
て
の
議
案
が
可
決
さ
れ
た
。

 通園制度の説明
•4月から、国の法改正で「こども誰でも通園制度」が実施され
ます。

•生後6カ月から3歳未満児が対象です。月10時間保育園やこど
も園、幼稚園を利用することができます。

•与謝野町では「つばきこども園」、「かえでこども園」、「こど
もの森保育園」で実施します。民間幼稚園でも実施が検討さ
れています。

•利用料金は1時間300円の負担です。
•従事保育士の半数は無資格でも可能という制度です。（町こど
も園は、有資格者で対応）

•国で決めた制度であり実施財源は、健康保険料に月額500円程
度が上乗せ徴収されます。（国保の場合、月額1人250円が4月
から負担となります。）

問　

国
の
重
点
支
援
地
方
交

付
金
を
活
用
し
た
物
価
高
騰

対
応
・
生
活
者
支
援
と
し
て
、

商
品
券
一
人
5
千
円
の
配
布

（
後
に
追
加
で
一
人
1
万
円
）

だ
が
、
対
象
店
舗
は
ど
こ
ま

で
か
。

産
観
課
長　

幅
広
く
対
象
と

し
て
い
る
の
で
、
使
い
勝
手

が
良
い
商
品
券
に
な
る
。

問　

高
齢
者
や
障
害
の
あ
る

方
が
非
常
に
厳
し
い
状
況
と

幅
広
い
施
策
を
求
め
る今

井
浩
介

い
ま
い
こ
う
す
け

問　

重
点
地
方
交
付
金
は
、

物
価
高
の
な
か
、
住
民
・
事

業
者
の
支
援
を
す
る
た
め

に
、
自
治
体
へ
交
付
さ
れ
る

お
金
だ
。

　

町
の
実
情
に
あ
っ
た
支
援

が
必
要
だ
が
、
特
に
高
騰
す

る
食
料
品
の
支
援
は
重
要
。

　

当
町
は
5
千
円
分
の
商
品

券
配
布
を
予
定
し
て
い
た

が
、
交
付
金
が
見
込
み
よ
り

多
か
っ
た
た
め
、
一
人
あ
た

り
1
万
円
へ
増
額
の
理
解
で

良
い
か
。

企
財
課
長　

5
千
円
を
追
加

し
て
合
計
1
万
円
と
す
る
。

町
の
実
情
に
合
っ
た
支
援
を

ひ
ろ
ゆ
き

和
田
裕
之

わ
　
だ

問　

国
交
付
金
の
使
途
は
、

全
町
民
に
行
き
渡
る
よ
う
要

求
し
て
き
た
が
、
今
回
は
。

企
財
課
長　

行
き
渡
る
こ
と

に
加
え
、
生
活
支
援
と
即
効

性
に
力
点
を
お
い
た
。

問　

家
で
機
を
織
っ
て
い
た

人
が
多
く
、
国
民
年
金
だ
け

の
高
齢
者
は
生
活
が
深
刻
。

　

困
っ
た
人
に
手
を
差
し
の

べ
る
と
い
う
視
点
が
必
要
。

町
長　

残
予
算
で
対
応
し
た

い
。

困
っ
た
人
の
支
援
が
必
要

こども誰でも通園制度が
はじまります

令和7年度
12月議会

特集

問　

生
後
6
カ
月
か
ら
3
歳

未
満
児
を
、
月
10
時
間
保
育

園
に
受
け
入
れ
る
だ
れ
で
も

通
園
制
度
。
従
事
保
育
士
の

半
数
は
無
資
格
で
も
い
い
と

い
う
点
が
問
題
。

子
育
て
課
長　

つ
ば
き
こ
ど

も
園
と
か
え
で
こ
ど
も
園
で

実
施
す
る
が
、
有
資
格
者
で

対
応
す
る
。

問　

民
間
保
育
園
の
無
資
格

保
育
士
対
応
を
規
制
で
き
な

い
。
さ
ら
に
、
こ
の
事
業
財

源
を
、
4
月
か
ら
健
康
保
険

料
に
上
乗
せ
徴
収
す
る
。
国

保
は
ど
れ
だ
け
か
。

保
健
課
長　

一
人
当
た
り
月

額
２
５
０
円
、
1
世
帯
３
５

０
円
の
負
担
増
と
な
る
。

問　

目
的
外
徴
収
で
あ
り
、

負
担
増
が
町
民
に
知
ら
さ
れ

て
い
な
い
。

町
長　

国
が
決
め
た
制
度
な

の
で
、国
が
広
報
す
る
べ
き
。

負
担
増
を
知
ら
な
い
人
が
多
数

乳
児
等
通
園
指
導
事
業
の
設
備
及

び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定

問　

暮
ら
し
が
厳
し
い
町
民

へ
の
支
援
は
、
国
か
ら
の
交

付
金
で
の
支
援
だ
け
か
。

町
長　

今
ま
で
の
様
々
な
支

援
に
加
え
て
、今
回
の
国
か
ら

の
交
付
金
で
支
援
を
行
う
。

問　

交
付
金
の
残
予
算
は
、

水
道
料
金
の
減
免
を
も
っ
と

増
や
す
こ
と
に
使
う
べ
き

だ
。

　

低
所
得
者
へ
の
支
援
が
今

回
な
い
。
町
の
予
算
を
使
っ

て
別
途
行
う
べ
き
だ
。

企
財
課
長　

国
・
府
と
の
す

み
分
け
で
、
町
と
し
て
必
要

な
支
援
を
提
案
し
て
い
る
。

　

町
の
予
算
は
し
ん
ど
い
状

況
で
、
国
の
予
算
を
活
用
し

実
施
し
て
い
く
。

問　

こ
れ
だ
け
大
変
な
町
民

の
状
況
で
あ
れ
ば
、
最
優
先

の
課
題
で
あ
り
、
財
政
は
厳

し
い
が
、
支
援
が
で
き
な
い

状
況
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　

ぜ
ひ
町
独
自
の
支
援
を
。

町
長　

残
予
算
が
残
っ
て
お

り
、
こ
れ
を
活
用
し
て
し
っ

か
り
支
援
を
行
う
。

　

支
援
策
の
強
化
は
、
必
要

不
可
欠
で
あ
り
、
新
た
な
支

援
策
の
立
案
も
必
要
性
は
理

解
し
て
い
る
。

町
の
予
算
で
も
支
援
を野

村
生
八

の
む
ら
し
ょ
う
は
ち

  町民の声
•のだがわこども園でも実
施してほしい。
•子どものいない家庭の理
解が得られるのか。
　（石川・30代）
•子育て中の親の負担軽減
のためには良い。
　（石川・50代）
•月に10時間では少なす
ぎる。（三河内・40代）
•事前契約は、面倒だ。
　（石川・30代）
•勤務している親には、大
変ありがたい。
•利用料金など、健保や国
保の負担金について、免
除がお願いしたい。
　（岩屋・40代）

永
島
洋
視

な
が
し
ま

ひ
ろ
み

永
島
洋
視

な
が
し
ま

ひ
ろ
み

一般会計補正予算第9号

町の3つの支援策の内容
◎ 全町民に1万円の商品券を配布
◎ 全世帯の水道料金一部減免
◎ 18歳以下の子どもに1万5千円の商品券配布
他に、国から18歳以下の子どもに2万円の現金給付もあります。

物価高騰対策の国交付金3億2千万円で
暮らしの支援

全員賛成で可決

耳
に
す
る
。
残
予
算
5
千
万

円
を
使
っ
て
支
援
す
る
と
答

弁
さ
れ
た
が
、
ぜ
ひ
弱
者
に

手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
る
施
策

を
お
願
い
す
る
。

町
長　

残
予
算
を
活
用
し
て

し
っ
か
り
と
施
策
を
届
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
力
す

る
。

は
た

•事故等の責任もあり有資格者です
るべき。健康保険料に上乗せした
お金で実施することは困る。
　（石川・30代）
•親の体調不良などで急に預けれる
時に役立つ。土日にあずかってく
れるとこがほしい。
　（三河内・30代）
•町立園の場合、有資格者が対応し
てもらえるので安心できる。
•1時間300円は安いのでは。
•スポット利用になるため、保護者
と園の関係性が築きにくいと思
う。
•アレルギーなどの対応までは、し
づらいのでは。
•こども園にとっても、それなりの
負担感があるのではないか。
　（三河内・30代）

賛
成
多
数
で
可
決
　
賛
成
11
・
反
対
3

問

問 問町
長

問

問

問

企
財
課
長

問問 企
財
課
長

問

問

問企
財
課
長

保
健
課
長

子
育
て
課
長

産
観
課
長

町
長

町
長

町
長

町
長

3 2※ 原稿はすべて本人が提出しています。※ 原稿はすべて本人が提出しています。



問　

向
岩
屋
線
の
陥
没
に
よ

り
、町
道
利
用
が
で
き
な
い
。

2
カ
所
の
陥
没
で
予
算
書
は

1
カ
所
分
の
予
算
案
だ
が
。

国
と
町
の
負
担
分
は
。

建
設
課
長　

10
月
14
日
発
生

の
豪
雨
に
よ
り
被
災
し
た

が
、
国
の
採
択
基
準
未
満
の

た
め
、
工
事
費
は
町
単
費
。

そ
こ
か
ら
20
メ
ー
ト
ル
下
流

は
9
月
17
日
に
発
生
し
た
豪

雨
に
よ
る
も
の
で
、
前
回
の

補
正
で
予
算
化
し
た
が
、
河

川
水
位
が
災
害
復
旧
基
準
に

達
し
た
た
め
、
国

庫
補
助
の
対
象
と

な
り
、
事
業
を
進

め
て
い
る
。

問　

こ
の
2
カ
所

の
陥
没
は
岩
屋
川

側
の
石
垣
の
石
の

間
か
ら
川
の
水
が

浸
水
し
、
土
砂
が

流
出
し
た
の
が
原

因
か
。

建
設
課
長　

原
因

は
流
水
に
よ
り
、

石
垣
の
根
元
が
洗

わ
れ
た
り
、
石
垣
の
中
に
水

が
入
っ
て
崩
壊
し
た
。

問　

2
カ
所
と
も
復
旧
し
な

な
け
れ
ば
道
路
利
用
が
で
き

な
い
が
、
や
は
り
地
元
の

方
々
の
生
活
道
で
あ
り
、
一

日
も
早
い
復
旧
が
望
ま
れ

る
。
今
後
の
発
注
、
着
工
の

予
定
は
。

建
設
課
長　

工
事
発
注
は
で

き
る
だ
け
早
く
行
う
が
、
完

成
は
4
月
末
ま
で
か
か
る
見

込
み
で
あ
る
。

町
道
、向
岩
屋
線
陥
没
改
修
は

む
か
い
い
わ
や

安
達
種
雄

あ
だ
ち

た
ね
お

問　

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
に

つ
い
て
は
定
期
接
種
化
（
公

費
負
担
）
を
以
前
か
ら
訴
え

て
き
た
。
今
年
4
月
か
ら
、

国
に
よ
り
高
齢
者
等
の
予
防

接
種
は
定
期
接
種
に
位
置
付

け
ら
れ
、大
変
評
価
で
き
る
。

し
か
し
、
接
種
対
象
者
が
、

65
歳
か
ら
5
年
齢
毎
で
、
国

の
経
過
措
置
と
は
言
え
、
拡

充
が
必
要
で
あ
り
、
国
府
に

対
し
て
要
望
す
べ
き
だ
。

保
健
課
長　

指
摘
の
と
お
り

で
あ
り
、
町
と
し
て
も
府
に

対
し
て
要
望
し
て
い
る
。

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
の
拡
充

ひ
ろ
ゆ
き

和
田
裕
之

わ
　
だ

問　

認
定
こ
ど
も
園
人
件
費

増
額
の
中
身
に
つ
い
て
説
明

を
。

子
育
て
課
長　

人
事
院
勧
告

の
増
額
分
で
あ
る
。

問　

人
事
院
勧
告
分
だ
け
で

こ
ん
な
に
増
額
が
あ
る
の

か
。

子
育
て
課
長　

後
期
入
所
分

と
加
配
職
員
の
人
件
費
も
含

ま
れ
て
い
る
。

問　

議
案
資
料
に
は
何
も
記

載
さ
れ
て
い
な
い
。内
容
は
。

子
育
て
課
長　

内
容
を
確
認

し
後
ほ
ど
説
明
を
す
る
。

問　

資
料
も
な
く
説
明
も
で

き
な
い
。
疑
問
を
感
じ
る
。

副
町
長　

内
部
統
制
を
監
査

委
員
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
し
っ
か
り
と
説
明
責
任

に
努
め
る
。

説
明
す
る
の
は
当
た
り
前

問　

来
年
度
に
は
、
待
機
児

童
が
な
く
な
る
か
。

社
教
課
長　

三
河
内
と
石
川

の
施
設
が
年
度
内
に
完
成
す

る
の
で
、
定
員
を
増
や
し
て

待
機
児
童
を
ゼ
ロ
に
す
る
。

問　

障
害
児
童
の
受
け
入
れ

が
難
し
い
状
況
と
聞
く
が
。

社
教
課
長　

障
害
の
知
識
が

あ
る
指
導
員
を
加
配
と
し
て

確
保
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

　

現
在
の
指
導
員
を
育
成
す

る
こ
と
も
必
要
。

問　

現
在
の
指
導
員
が
、
障

害
の
ス
キ
ル
を
学
ぶ
姿
勢
が

あ
る
の
か
疑
問
に
思
う
。

社
教
課
長　

現
在
も
、
新
た

な
受
託
者
に
も
、
努
力
を
求

め
る
。

誰
も
が
入
れ
る
学
童
に

問　

ふ
る
さ
と
納
税
の
歳
入

が
2
千
万
円
増
額
さ
れ
、
令

和
7
年
度
は
1
億
2
千
万
円

の
納
税
額
と
な
る
。
担
当
者

の
努
力
で
返
礼
品
も
多
く
な

り
、
年
末
年
始
も
駆
け
込
み

が
多
く
な
る
。
今
後
の
見
通

し
は
。

企
財
課
長　

9
月
に
ク
ー
ポ

ン
の
改
正
が
あ
っ
た
の
で
10

月
に
一
つ
の
駆
け
込
み
が

あ
っ
た
。
利
用
さ
れ
る
方
が

あ
る
程
度
決
ま
っ
て
き
て
い

る
の
で
、
1
億
2
千
万
円
が

天
井
く
ら
い
と
見
込
ん
で
い

る
。

問　

寄
付
額
が
町
の
何
に
使

わ
れ
て
い
る
か
目
に
見
え
る

形
に
な
る
と
、
寄
付
も
し
や

す
い
の
で
は
。

企
財
課
長　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
載
せ
て
い
る
が
、
し
っ
か

り
と
見
え
る
化
に
努
め
て
い

く
。

寄
付
の
使
途
が
わ
か
る
よ
う
に

一般会計補正予算

第8号 賛成多数で可決

建設中の石川学童保育施設

ふるさと納税ホームページ

杉上　忠義
人事院勧告の完全実施を

すぎがみ ただよし

賛成討論

　人事院勧告とは、労働基本権（スト権など）が制約される公務員の給与
水準を、人事院が民間会社の給与などを調査し、その結果に基づき、人事
院が内閣と国会に対し、毎年、官と民の給与の均衡を求める制度。本年も「人
事院」は、8 月 7 日、勧告を行った。勧告は、拘束力はないが、従うのが
原則となっている。
　本町においても、勧告どおりの給与引上げ実施を求めて、賛成討論とする。

永島　洋視（日本共産党　与謝野町議員団）

賞与引上げの環境にない

ながしま ひろみ

反対討論

　議員から人事院の勧告を根拠に
ボーナスを引上げる必要があると討
論があったが、人事院勧告は一般職
のみ適用されるものであり、町長や
議員など特別職は適用されるもので
はない。
　加えて物価高騰下でも賃金は上が
らない。引上げは、とても住民から
理解される状況でない。

野村　生八（日本共産党与謝野町議員団）
住民生活が苦しいなか引上げは反対

のむら しょうはち

反対討論

　特別職（町長、副町長、教育長、議員）の賞与引
上げが、人事院勧告に基づき提案された。
　しかし 2 年間にわたり、この条例には反対をし、
否決もされてきた。その時の理由である、燃料や物
価高騰で住民の生活が大変苦しい状況については、
より厳しくなっている。国の財源以外に町の予算で
の支援がほぼない状況は、今も変わっていない。
　住民のこの状況に鑑み、特別職の賞与を引き上げ
ることは、引き続き賛成できない。

賛
成
多
数
で
可
決
　
賛
成
9
・
反
対
5

今
井
浩
介

い
ま
い
こ
う
す
け

野
村
生
八

の
む
ら
し
ょ
う
は
ち

家
城
　
功

い
え
き

い
さ
お

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び

報
酬
の
改
正

崩壊現場（岩屋）

賛成 13・反対 1

問問問

問問

問

問

問

企
財
課
長

企
財
課
長

問

建
設
課
長

建
設
課
長

建
設
課
長

保
健
課
長

社
教
課
長

問社
教
課
長

問社
教
課
長

子
育
て
課
長

問問 子
育
て
課
長

子
育
て
課
長

副
町
長
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問　

指
定
管
理
の
決
定
は
選

定
委
員
の
協
議
の
結
果
な
の

か
、
採
点
の
結
果
な
の
か
。

副
町
長　

5
人
の
審
査
委
員

の
採
点
結
果
。
各
項
目
の
平

均
が
60
点
以
上
で
合
格
。

問　

資
料
を
見
て
い
て
も
協

議
内
容
が
全
く
見
え
て
こ
な

い
。
点
数
よ
り
審
査
の
協
議

内
容
が
重
要
と
感
じ
る
が
。

副
町
長　

ル
ー
ル
に
従
い
厳

正
に
公
平
に
行
っ
て
い
る
。

問　

資
料
の
計
画
と
減
点
分

の
差
が
、
協
議
内
容
が
見
え

指
定
管
理
の
決
定
は

家
城
　
功

い
え
き

い
さ
お

問　

岩
滝
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
の
指
定
管
理
期
間
を
5

年
で
な
く
3
年
で
社
協
と
合

意
さ
れ
た
。
し
か
し
、
施
設

の
老
朽
化
、
特
に
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
大
規
模
改
修
の
課
題

等
の
理
由
で
、
指
定
期
間
を

短
縮
す
る
こ
と
は
、
町
の
都

合
で
あ
り
指
定
管
理
者
に
困

惑
、
不
安
を
与
え
て
い
る
の

で
は
。

福
祉
課
長　

通
常
は
5
年
だ

が
施
設
の
性
格
で
3
年
間
に

短
縮
で
き
る
と
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
あ
る
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

は
大
規
模
改
修
も
必
要
と
な

り
、
福
祉
施
設
の
た
め
、
利

用
料
の
増
収
は
見
込
め
な

い
。

指
定
管
理
の
期
間
は
適
正
か

ひ
ろ
ゆ
き

和
田
裕
之

わ
　
だ ふれあいセンター

よさの野菜の駅

な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
減
点

の
要
因
は
何
だ
っ
た
の
か
。

副
町
長　

減
点
で
は
な
い
。

加
点
方
式
だ
。

問　

採
点
の
方
法
の
見
直
し

や
改
善
も
必
要
で
は
。
ま
た

議
会
資
料
も
見
直
し
が
必
要

で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
そ

う
い
っ
た
取
組
を
。

副
町
長　

よ
り
良
い
指
定
管

理
者
制
度
に
向
け
て
し
っ
か

り
と
取
組
を
進
め
て
い
く
こ

と
を
約
束
す
る
。

杉上　忠義
女性の権利と平等を国際水準に

すぎがみ ただよし

賛成討論

　日本は「選択議定書」を批准していないために「女性差別撤廃条約」実現に向けて前に進
むことができない。理由は、国内の司法制度の独立を侵害する懸念や立法政策との整合性を
政府は挙げている。
　国内の諸課題の調整を進め「選択議定書」を速やかに批准することを強く要望する。

12月議会　賛否一覧 12月議会　賛否一覧 
賛否の分かれた議案のみ掲載

議　案

議員名
反
対

賛
成：

○印は賛成　　　　×印は反対
（議長は賛否同数の時のみ態度を表明し、議案の賛否を決定します）

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

今
井
　
浩
介

和
田
　
裕
之

家
城
　
　
功

安
達
　
種
雄

三
田
　
義
幸

浪
江
　
秀
明

永
島
　
洋
視

山
﨑
　
政
史

宮
﨑
　
有
平

　
田
　
史
郎

髙
岡
　
伸
明

野
村
　
生
八

河
邉
新
太
郎

杉
上
　
忠
義

与謝野町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の制定について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
等の一部改正について

与謝野町特別職の職員の給与及び報酬等に関する条例の
一部改正について

（仮称）野田川地域認定こども園敷地造成（その2）工事請負
契約の締結について

令和7年度与謝野町一般会計補正予算（第8号）

11：3

11：3

9：5

11：3

13：1

問　ふれあいセンターの町民利用は無料になってい
る。合併20年になっても、他の施設と統一できてい
ない。期限を示して直ちに是正を。課長も副町長も
是正が必要と答弁。
町長　全体的検討の段階。

町民無料は直ちに是正を
永島洋視
ながしま ひろみ

加
悦
生
産
物
販
売
施
設
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

岩滝ふれあいセンターの
指定管理者の指定について

　
令
和
7
年
10
月
24
日

に
、
臨
時
議
会
が
開
会

さ
れ
た
。
議
案
は
1
件

の
み
で
、
奥
山
川
井
堰

改
修
工
事
請
負
契
約
に

つ
い
て
。
井
堰
の
破
損

に
よ
り
田
ん
ぼ
に
水
が

供
給
さ
れ
な
い
こ
と
か

ら
改
修
工
事
が
必
要
と

な
り
、
そ
の
契
約
の
相

手
方
が
決
定
し
た
こ
と

に
よ
る
臨
時
会
と
な
っ

た
。
全
員
賛
成
で
可
決

さ
れ
た
。

【
10
月
臨
時
会
の
よ
う
す
】

　
令
和
7
年
11
月
17
日

に
、
臨
時
議
会
が
開
会

さ
れ
た
。
議
案
は
1
件

の
み
で
、
旧
石
川
保
育

所
解
体
工
事
請
負
契
約

の
締
結
に
つ
い
て
。
旧

石
川
保
育
所
の
解
体
工

事
の
契
約
の
相
手
方
が

決
定
し
た
こ
と
に
よ
る

臨
時
会
。
賛
成
多
数
で

可
決
さ
れ
た
。

【
11
月
臨
時
会
の
よ
う
す
】

　1979年に国連は、あらゆる分野で女性が性に基づく差別を受けない権利と平等の権利を保障す
る女性差別撤廃条約を採択し、日本は1985年に同条約に批准している。
　その後、女性差別撤廃条約の実効性を高めるため、1999年に国連で採択されたのが「女性差別
撤廃条約選択議定書」である。
　現在、女性差別撤廃条約の締約国189か国のうち、116か国が選択議定書を批准している中で、
日本は批准していない。
　国は第5次男女共同参画基本計画において、「女性差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題
の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」としているが進展しているとは言えない。
各国における男女格差を示す2025年のジェンダー・ギャップ指数の日本の総合順位は、148か国
中で118位であり、特に政治、経済分野における女性の参画の遅れが顕著となっている。
　女性差別撤廃条約選択議定書の批准は、この現状を変え、我が国の女性の権利を国際基準にする
重要な第一歩である。
　ついては、国におかれては、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准されることを求める。

女性差別撤廃条約選択議定書の
速やかな批准を求める意見書

問問

問

福
祉
課
長

副
町
長

問 副
町
長

問副
町
長

副
町
長

問

町長

57 6※ 原稿はすべて本人が提出しています。※ 原稿はすべて本人が提出しています。



問　

一
般
行
政
職
の
標
準
的
な
昇
進
は
ど
の

よ
う
に
。

町
長　

新
規
採
用
者
は
主
事
補
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
、
主
事
↓
主
査
↓
主
任
↓
係
長
↓
課
長

補
佐
↓
主
幹
↓
課
長
の
順
で
昇
進
す
る
。

問　

会
計
年
度
任
用
職
員
の
役
職
対
応
は
。

町
長　

当
町
で
は
役
職
を
設
け
て
い
な
い

が
、
高
度
な
業
務
や
資
格
の
有
無
で
報
酬
区

分
を
し
て
い
る
。

問　

行
政
上
の
管
理
職
は
ど
の
役
職
か
ら
、

ま
た
残
業
は
。

町
長　

管
理
職
は
主
幹
以
上
の
職
と
し
、
残

業
手
当
は
な
く
管
理
職
手
当
を
支
給
す
る
。

懲
戒
処
分
の
区
分
は

問　

一
般
的
な
懲
戒
処
分
は
次
の
7
段
階
、

戒
告
↓
け
ん
責
↓
減
給
↓
出
勤
停
止
↓
降
格

↓
諭
旨
解
雇
↓
懲
戒
解
雇
と
な
る
が
、
当
町

で
の
懲
戒
処
分
は
ど
の
よ
う
に
。

町
長　

地
方
公
務
員
法
上
、
懲
戒
処
分
は
戒

告
↓
減
給
↓
停
職
↓
免
職
の
4
種
類
で
あ

る
。

問　

令
和
に
な
っ
て
か
ら
現
在
ま
で
で
、
職

員
に
対
す
る
何
ら
か
の
処
分
は
あ
っ
た
の

か
。

町
長　

戒
告
は
な
し
、
減
給
が
3
件
、
停
職

が
1
件
、
免
職
は
な
し
と
な
っ
て
い
る
。

問　

当
町
で
学
校
教
職
員
の
大
き
な
不
祥
事

が
報
道
さ
れ
た
。
当
該
学
校
の
校
長
の
責
任

に
つ
い
て
は
。

教
育
長　

当
該
教
論
は
京
都
府
教
育
委
員
会

か
ら
懲
戒
免
職
が
下
さ
れ
た
。
校
長
の
監
督

責
任
は
避
け
ら
れ
ず
、
当
町
教
育
委
員
会
で

措
置
・
指
導
を
行
っ
た
。

問　

与
謝
野
町
長
と
し
て
の
実
績
・
成
果
に

つ
い
て
、
沢
山
あ
る
が
い
く
つ
か
抜
粋
を
。

町
長　

野
田
川
地
域
認
定
こ
ど
も
園
お
よ
び

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
施
設
整
備
に
つ
い
て

は
、
重
要
事
項
と
し
て
議
員
、
住
民
、
職
員

の
皆
様
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
一
定
の
方
向

性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

京
都
府
立
医
科
大
学
附
属
北
部
医
療
セ
ン

タ
ー
お
よ
び
、
京
都
府
立
看
護
学
校
の
建
て

替
え
の
う
ち
、
京
都
府
立
看
護
学
校
は
、
令

和
9
年
度
の
供
用
開
始
を
目
指
し
て
既
に
着

工
し
て
い
る
。

問　

政
治
の
世
界
は
、
駆
け
引
き
だ
け
で
は

な
く
、
根
回
し
や
段
取
り
な
ど
、
水
面
下
で

の
交
渉
や
調
整
は
日
常
茶
飯
事
な
の
で
、
こ

の
場
所
・
場
面
で
の
発
言
内
容
が
決
定
で
は

な
い
が
、
余
人
を
も
っ
て
代
え
難
い
山
添
町

長
が
、
4
月
に
4
選
を
目
指
し
て
、
実
際
に

立
候
補
す
る
の
か
、
ま
た
は
立
候
補
し
な
い

の
か
、
現
時
点
で
の
覚
悟
の
ほ
ど
を
伺
う
。

町
長　

住
民
生
活
が
大
変
厳
し
い
現
在
、
政

府
の
重
点
支
援
地
方
交
付
金
を
最
大
限
に
有

効
活
用
し
て
、
住
民
へ
施
策
を
提
供
す
る
こ

と
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。従
っ
て
、

4
月
の
与
謝
野
町
長
選
挙
に
出
馬
す
る
か
否

か
の
判
断
は
し
て
い
な
い
。

完
備
さ
れ
た
教
室
の
使
用
も
検
討
が
必
要
。

問　

原
子
力
災
害
時
は
宮
津
市
民
を
12
の
施

設
で
受
け
入
れ
る
計
画
が
あ
る
が
、
受
け
入

れ
体
制
は
。

町
長  

関
係
機
関
と
共
有
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

問　

施
設
の
維
持
や
修
繕
に
、
宮
津
市
の
予

算
は
あ
る
か
。

町
長　

予
算
は
な
い
。

問　

交
渉
の
余
地
は
。

町
長　

費
用
負
担
に
つ
い
て
は
困
難
か
と
思

う
が
、
余
地
は
あ
る
と
思
う
。

問　

災
害
時
の
避
難
所
と
し
て
の
施
設
整
備

や
体
制
づ
く
り
が
必
要
。

町
長　

公
的
備
蓄
品
の
強
化
や
環
境
整
備

は
、
十
分
に
財
源
を
確
保
し
つ
つ
強
化
に
努

め
て
い
き
た
い
。

問　

当
町
に
は
92
カ
所
の
避
難
所
が
あ
る

が
、
使
え
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

町
長　

地
区
公
民
館
を
基
本
と
し
た
24
施
設

を
一
次
避
難
所
と
し
て
設
備
を
重
点
的
に
進

め
て
い
る
。
そ
の
他
の
施
設
は
受
け
入
れ
環

境
が
至
っ
て
い
な
い
。

問　

避
難
者
の
受
け
入
れ
環
境
整
備
が
必

要
。

町
長　

備
蓄
品
目
の
充
実
と
確
保
は
京
都
府

と
連
携
を
し
て
強
化
し
て
い
く
。

問　

多
く
の
避
難
者
を
要
す
る
場
合
に
体
育

館
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
冷
暖
房
設

備
や
備
品
は
。

教
育
長　

将
来
的
な
学
校
統
合
も
視
野
に
お

く
と
空
調
設
備
は
検
討
し
て
い
な
い
。

町
長  

ス
ポ
ッ
ト
ク
ー
ラ
ー
や
ス
ト
ー
ブ
を
活

用
す
る
。
長
期
化
を
す
る
場
合
は
冷
暖
房
が 三田義幸　議員

み　た よしゆき

町政の在り方を問う町政の在り方を問う
一 般 質 問

一般質問は、定例会ごとに行われます。町政全般に
わたり、執行機関に対して、予算の執行状況や町政
の将来に対する方針などについて、説明を求め、疑
義を質すものです。質問を受ける執行機関に十分な
準備が必要なため事前通告制となっております。

　田史郎　議員
ふじた しろう

加悦中体育館 岩滝本庁舎

今井浩介　議員
いまい こうすけ

人
事
評
価
と
勤
務
年
数
な
ど
を
考
察
す
る

A 職
員
の
昇
進
と
そ
の
役
職
の
条
件
は

Q

財
源
の
確
保
も
含
め
て
全
力
を
尽
く
す

A 災
害
時
の
避
難
所
の
体
制
と
整
備
を

Q問

問

問

問問

今
は
予
算
編
成
と
事
業
執
行
に
全
力
を
尽
く
し
た
い

A 4
月
の
4
選
へ
現
時
点
で
の
覚
悟
の
程
は

Q問問 町
長

町
長

町
長

問町
長

問町
長

問

町
長

町
長

教
育
長

教
育
長

町
長

問町
長

問町
長

町
長

問町
長

問町
長

問町
長

一般質問　町政の在り方を問う

9 ※ 原稿はすべて本人が提出しています。 8※ 原稿はすべて本人が提出しています。



問　

物
価
高
騰
で
町
民
生
活
は
大
変
。
町
長

の
認
識
は
。

町
長　

家
計
に
相
応
の
負
担
が
生
じ
て
い

る
。

問　

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
は
、
買
え
る
人
だ

け
恩
恵
。
全
町
民
に
い
き
わ
た
る
制
度
に
。

町
長　

町
民
す
べ
て
に
、
い
き
わ
た
る
も
の

に
し
た
い
。

問　

国
保
税
の
子
ど
も
均
等
割
は
、
運
動
で

半
額
に
な
っ
た
。
80
万
円
の
追
加
予
算
で
ゼ

ロ
に
で
き
る
。
実
施
を
。

町
長　

慎
重
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問　

物
価
高
騰
な
の
に
予
定
ど
お
り
、
来
年

度
下
水
道
料
金
を
引
上
げ
る
の
か
。

町
長　

上
下
水
道
審
議
会
で
協
議
す
る
。
来

年
度
当
初
予
算
で
は
、
引
上
げ
は
し
な
い
。

問　

今
年
度
の
水
道
料
引
上
げ
要
因
の
ひ
と

つ
は
使
用
世
帯
減
少
。
こ
れ
は
町
民
に
責
任

が
な
い
。
影
響
額
は
一
般
会
計
で
負
担
す
る

べ
き
。

上
下
水
課
長　

施
設
維
持
管
理
費
は
世
帯
減

少
に
関
係
な
く
必
要
。

問　

小
学
校
給
食
費
無
償
化
が
4
月
か
ら
予

定
さ
れ
て
い
る
。
無
償
化
の
流
れ
は
一
気
に

進
む
。
無
償
化
実
施
の
表
明
を
。

教
育
長　

実
施
時
期
の
答
弁
は
で
き
な
い
。

問　

補
聴
器
購
入
助
成
請
願
を
以
前
採
択
し

た
。
京
丹
後
市
で
は
実
施
。
山
形
市
で
は
全

額
補
助
金
の
国
制
度
を
活
用
し
実
施
し
て
い

る
。
実
施
を
検
討
す
る
べ
き
。

町
長　

ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
調
査
し
た
う
え

で
、
実
施
で
き
る
か
ど
う
か
検
討
し
た
い
。

厳
し
い
財
政
状
況

問　

令
和
2
年
作
成
の
財
政
計
画
か
ら
、
通

常
の
建
設
分
4.5
億
円
が
、
4
億
円
に
減
額
変

更
。
3
か
年
平
均
で
10
億
円
以
下
の
借
入
額

と
し
て
い
た
の
を
、
4
年
か
ら
10
年
ま
で
の

7
年
平
均
に
変
更
、
9
月
議
会
で
は
、
通
常

建
設
分
の
８
・
９
年
度
は
4
億
円
か
ら
3.5
億

円
に
変
更
し
た
。

　

事
業
に
合
わ
せ
て
、
財
政
計
画
を
変
え
て

い
る
の
で
は
。

町
長　

過
疎
債
の
償
還
期
間
を
25
年
に
見
直

し
、
13
年
度
の
元
利
償
還
金
の
ピ
ー
ク
を
14

億
円
台
に
で
き
る
と
見
込
ん
で
い
る
。
厳
し

い
財
政
状
況
だ
が
、
将
来
負
担
を
抑
制
し
、

持
続
可
能
な
財
政
運
営
の
確
保
に
努
め
る
。

問　

町
か
ら
の
人
件
費
補
助
も
低
下
し
、
社

協
の
財
政
状
況
は
年
々
厳
し
い
と
聞
く
が
。

町
長　

社
協
は
多
く
の
資
産
が
あ
り
、
町
か

ら
の
人
件
費
補
助
は
、
10
／
10
の
補
助
か
ら

８
／
10
に
変
更
し
た
。

問　

こ
の
間
予
算
が
増
え
て
な
い
の
で
、
実

質
約
7
／
10
に
さ
ら
に
下
が
っ
て
い
る
。

　

社
協
は
、
民
間
と
は
い
え
、
行
政
と
同
じ

役
割
を
担
っ
て
お
り
、
資
産
が
あ
る
か
ら
と

補
助
を
下
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。
安
心
し
て

運
営
で
き
る
よ
う
、
ま
ず
は
８
／
10
に
必
要

な
予
算
は
全
額
確
保
す
べ
き
だ
。
さ
ら
に
、

今
後
10
／
10
に
戻
す
よ
う
努
め
る
べ
き
だ
。

町
長　

町
の
福
祉
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

重
要
な
団
体
で
あ
り
、
安
定
運
営
が
で
き
る

よ
う
支
援
す
る
こ
と
は
当
然
必
要
と
考
え

る
。

問　

犯
罪
の
な
い
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く

り
は
、
再
犯
の
防
止
が
非
常
に
重
要
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
法
務
省
も
再
犯
者
を
減

ら
す
こ
と
が
犯
罪
被
害
を
減
ら
す
た
め
の
第

一
歩
と
と
ら
え
、
再
犯
防
止
推
進
計
画
を
公

布
・
施
行
し
た
。
国
の
再
犯
防
止
推
進
計
画

を
勘
案
し
、
再
犯
防
止
推
進
計
画
を
策
定
す

る
よ
う
努
め
な
く
て
な
ら
な
い
と
努
力
義
務

が
課
せ
ら
れ
た
が
、
当
町
で
は
ま
だ
策
定
さ

れ
て
い
な
い
が
、
計
画
策
定
の
考
え
は
。

町
長　

再
犯
防
止
に
向
け
た
取
組
は
社
会
全

体
が
抱
え
る
リ
ス
ク
に
立
ち
向
か
う
た
め
の

「
長
期
的
な
投
資
」
で
あ
り
、
地
域
社
会
の

一
体
感
や
社
会
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
策
定
す
る
に
至
っ
て

い
な
い
が
、
策
定
す
る
意
義
は
非
常
に
大
き

い
と
承
知
し
て
い
る
。
策
定
に
向
け
た
検
討

を
進
め
て
い
く
。

問　

再
犯
が
貧
困
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
あ

る
い
は
仕
事
が
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
な
の

か
な
ど
、
当
町
の
実
情
に
そ
っ
た
再
犯
防
止

推
進
計
画
を
策
定
し
、
施
策
を
推
進
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
が
。

町
長　

保
護
司
会
や
関
係
団
体
と
の
協
同
を

通
し
て
再
犯
防
止
推
進
計
画
を
策
定
し
て
い

き
た
い
。
思
い
や
り
が
育
ま
れ
て
い
る
街
だ

か
ら
こ
そ
、
地
域
社
会
の
な
か
で
包
括
的
に

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
深
い
度
量
が
あ

る
の
が
こ
の
与
謝
野
町
で
あ
り
、
住
人
の
寛

容
性
だ
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
計

画
の
策
定
を
進
め
る
。

問　

社
会
的
孤
立
を
さ
せ
な
い
よ
う
な
対
策

は
。

町
長　

高
齢
者
サ
ロ
ン
や
認
知
症
カ
フ
ェ
、

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
設
置
し
て
い

る
。
そ
の
他
に
も
町
内
の
団
体
・
事
業
所
等

に
よ
る
、
引
き
こ
も
り
傾
向
に
あ
る
方
の
居

場
所
や
こ
ど
も
食
堂
等
、
高
齢
者
か
ら
若
者

の
方
そ
れ
ぞ
れ
に
参
加
い
た
だ
け
る
居
場
所

が
あ
る
。

　

町
と
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
場
所
が
あ
る

こ
と
を
町
民
の
皆
様
に
知
ら
せ
し
て
い
く
と

と
も
に
、
必
要
と
さ
れ
る
方
に
は
積
極
的
に

活
用
い
た
だ
く
よ
う
考
え
て
い
る
。

問　

以
前
の
よ
う
な
敬
老
会
は
で
き
な
い
の

か
。

町
長　

参
加
率
も
非
常
に
低
く
、
コ
ロ
ナ
の

ま
ん
延
を
契
機
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た

と
こ
ろ
、
現
行
ど
お
り
の
開
催
よ
り
、
小
規

模
単
位
の
開
催
を
望
む
方
が
多
か
っ
た
。
祝

い
品
等
の
支
給
を
望
む
声
が
多
か
っ
た
た

め
、
現
在
は
各
地
区
単
位
で
の
開
催
と
い
う

形
で
地
域
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

地
区
に
よ
っ
て
は
実
施
に
あ
た
り
、
送
迎

な
ど
、
区
で
の
対
応
が
難
し
い
部
分
は
福
祉

事
業
所
の
ご
協
力
を
得
る
な
ど
相
談
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
今
後
も
地
域
で
の
開
催
と
し

て
い
た
だ
く
考
え
で
あ
る
。

野村生八　議員
のむらしょうはち

永島洋視　議員
ながしま ひろみ

浪江秀明　議員
なみえ ひであき

山﨑政史　議員
やまざきまさふみ

社会を明るくする運動

与謝野町社協

桑飼地区敬老会会場

社
協
の
安
定
運
営
に
繋
が
る
よ
う
支
援
し
て
い
く

A 社
協
人
件
費
補
助
を
も
と
に
戻
す
べ
き

Q

国
か
ら
の
重
点
支
援
交
付
金
事
業
で
実
施

A 物
価
高
騰
へ
の
町
民
支
援
施
策
を

Q

問

問問

町
長

町
長

町
長

問問 問問 町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

問問

居
場
所
を
設
置
し
て
い
る

A 社
会
的
孤
立
を
防
ぐ
た
め
に
は

Q問

策
定
に
向
け
た
検
討
を
進
め
る

A 再
犯
防
止
推
進
計
画
の
策
定
を

Q問

問

町
長

問町
長

上
下
水
課
長

教
育
長

問

一般質問　町政の在り方を問う 一般質問　町政の在り方を問う
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問　

新
政
権
の
下
、
消
費
税
減
税
や
現
金
給

付
が
見
送
り
と
な
り
、
大
き
な
柱
の
「
経
済

対
策
」
が
期
待
さ
れ
、特
に
「
物
価
高
対
策
」

は
急
務
だ
。

　

相
次
ぐ
値
上
げ
、
食
料
品
は
今
年
2
万
品

目
以
上
の
値
上
げ
が
進
行
、
家
計
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
町
民
の
暮
ら
し
、
ま
た
事

業
者
の
営
業
も
大
変
厳
し
い
状
況
だ
。
国
の

「
重
点
支
援
地
方
交
付
金
」
の
拡
充
で
の
支

援
は
、
こ
の
現
状
を
認
識
し
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
、
当
町
独
自
の
支

援
策
を
、
早
急
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

町
長　

国
の
交
付
金
の
拡
充
が
示
さ
れ
、
動

向
を
ふ
ま
え
て
支
援
の
検
討
を
進
め
て
い

る
。

問　

物
価
高
騰
は
町
民
生
活
に
大
き
な
影
響

を
与
え
て
い
る
と
の
認
識
だ
が
、
具
体
的
に

ど
の
費
目
だ
と
考
え
る
か
。

町
長　

交
付
金
使
途
を
考
え
る
上
で
重
要
な

指
摘
だ
が
、
食
料
品
、
水
道
料
、
子
育
て
関

連
費
が
高
騰
の
影
響
が
あ
り
、
こ
の
3
つ
に

対
す
る
支
援
が
、
特
に
必
要
と
考
え
る
。

問　

具
体
的
に
商
品
券
で
の
配
分
を
検
討
中

な
ら
、
国
の
提
示
は
一
人
あ
た
り
3
千
円
だ

が
、
金
額
を
上
げ
る
べ
き
だ
。

町
長　

住
民
一
人
あ
た
り
商
品
券
5
千
円
の

配
布
を
検
討
し
て
い
る
。

　

更
に
、
0
歳
か
ら
高
校
生
に
一
人
1
万
5

千
円
の
商
品
券
を
追
加
配
布
。
水
道
料
の

3
ヵ
月
間
の
基
本
料
金
の
一
部
減
免
。
政
府

の
施
策
だ
が
、
0
歳
か
ら
高
校
生
一
人
あ
た

り
2
万
円
の
現
金
給
付
。こ
の
4
つ
の
柱
で
、

支
援
し
て
い
き
た
い
。

問　

わ
が
町
も
合
併
後
20
年
を
迎
え
、
さ
ら

な
る
町
の
活
性
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
少

子
高
齢
化
が
進
み
、空
き
家
が
増
え
て
い
る
。

町
の
社
会
基
盤
に
は
、
京
阪
神
で
学
ん
で
い

る
専
門
学
生
・
大
学
生
な
ど
若
者
が
丹
後
に
、

与
謝
野
に
帰
る
社
会
基
盤
づ
く
り
が
必
要

で
、
地
元
行
政
と
し
て
ど
う
取
り
組
む
か
伺

う
。

町
長　

第
2
次
総
合
計
画
で
、「
魅
力
あ
る

働
く
場
の
創
出
」
を
掲
げ
、
地
元
企
業
と
若

者
を
つ
な
ぐ
情
報
発
信
を
し
て
い
る
。

　

府
北
部
で
観
光
産
業
振
興
が
一
番
適
地
と

思
う
。

　

ち
り
め
ん
街
道
の
景
観
と
、
文
化
体
験
、

特
産
品
販
売
に
取
り
組
む
。

問　

わ
が
町
は
季
節
に
関
係
な
く
四
季
を
通

じ
て
観
光
客
が
あ
る
が
、
今
後
の
町
の
観
光

産
業
の
考
え
は
。

町
長　

地
場
産
業
、
ち
り
め
ん
街
道
を
基
軸

と
し
た
、
観
光
協
会
の
活
動
に
、
体
験
・
体

感
を
中
心
に
、
文
化
的
な
町
づ
く
り
に
取
り

組
む
。

問　

町
内
観
光
の
ち
り
め
ん
街
道
で
、
織
機

の
実
演
の
機
屋
工
場
で
は
、
経
糸
が
上
が
っ

て
何
カ
月
も
そ
の
ま
ま
の
状
態
が
続
き
、
先

日
経
糸
が
配
備
さ
れ
た
。
や
は
り
土
・
日
や

平
日
も
機
を
織
り
、
観
光
客
が
ち
り
め
ん
街

道
を
歩
い
て
い
て
、
機
音
で
現
場
を
見
ら
れ

る
状
況
を
つ
く
る
べ
き
だ
。

町
長　

重
要
な
こ
と
で
、
機
音
が
響
く
町
づ

く
り
が
大
切
。

問　

令
和
8
年
度
は
、
北
丹
後
地
震
発
生
か

ら
１
０
０
年
に
な
る
が
、
地
震
の
防
災
訓
練

は
、
令
和
8
年
度
3
月
の
予
定
か
。

町
長　

区
長
会
と
調
整
し
た
経
過
も
あ
り
、

地
震
防
災
訓
練
は
令
和
8
年
度
も
10
月
の
開

催
と
し
、地
震
想
定
訓
練
を
予
定
し
て
い
る
。

マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
の
設
置

問　

マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
は
能
登
半
島
地
震

に
お
い
て
、特
に
女
性
や
子
ど
も
に
と
っ
て
、

精
神
的
な
ス
ト
レ
ス
が
な
く
快
適
に
使
用
で

き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ

レ
を
設
置
す
る
考
え
は
。

町
長　

マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
は
、
地
震
に
よ

り
、下
水
道
本
管
の
破
損
や
接
続
部
の
ズ
レ
、

あ
る
い
は
液
状
化
現
象
に
よ
り
、
使
用
不
能

に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
多
額
の
初
期

投
資
が
必
要
で
あ
り
、
設
置
場
所
も
限
定
さ

れ
る
。
町
が
検
討
し
て
い
る
「
組
み
立
て
式

簡
易
ト
イ
レ
」
や
「
便
凝
固
剤
を
使
用
し
た

非
常
用
ト
イ
レ
袋
」
は
、
イ
ン
フ
ラ
が
寸
断

さ
れ
た
状
況
下
で
も
、
確
実
に
使
用
で
き
る

の
で
、
こ
れ
ら
を
備
蓄
・
整
備
し
て
い
く
。

井
戸
の
災
害
利
用
は

問　

災
害
用
井
戸
が
あ
れ
ば
、
生
活
用
水
に

利
用
で
き
る
。
井
戸
の
把
握
と
災
害
用
井
戸

を
登
録
制
に
す
る
考
え
は
。

町
長　

井
戸
の
把
握
は
で
き
て
い
な
い
が
、

ト
イ
レ
の
洗
浄
や
洗
濯
、
清
掃
な
ど
に
使
用

す
る
生
活
用
水
の
確
保
は
、
極
め
て
重
要
と

認
識
し
て
い
る
。
他
市
町
の
事
例
を
収
集
・

研
究
し
有
効
な
活
用
策
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

問　

合
併
協
議
会
で
合
併
後
に
懸
念
さ
れ
る

問
題
・
課
題
の
重
点
5
項
目
を
問
う
。

　

役
場
（
行
政
）
が
身
近
で
な
く
な
り
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
す
る
懸
念
の
払
拭
の
成

果
を
問
う
。

町
長　

専
門
的
部
署
に
窓
口
を
一
本
化
。
税

証
明
な
ど
に
特
化
し
た
住
民
係
を
各
庁
舎
に

配
置
し
た
。

問　

公
共
料
金
や
税
負
担
の
増
加
を
町
民
か

ら
納
得
を
得
る
努
力
は
。

町
長　

各
審
議
会
で
の
審
議
や
住
民
説
明
会

の
開
催
を
し
て
い
る
。

　

公
共
施
設
使
用
料
の
大
き
な
改
定
は
行
っ

て
い
な
い
。

問　

周
辺
部
が
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
町
民

の
不
安
を
な
く
す
「
ま
ち
づ
く
り
」
が
で
き

て
い
る
の
か
。

町
長　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
を
大
切
に
し
、

流
域
の
一
体
性
を
活
か
し
て
き
た
。
有
線
テ

レ
ビ
の
全
域
化
を
完
成
。

問　

自
助
・
共
助
・
公
助
の
協
働
を
大
切
に

で
き
て
い
る
か
。

町
長　

多
様
な
主
体
が
連
携
で
き
る
環
境
整

備
を
進
め
て
い
る
。

問　

行
財
政
の
効
率
化
と
政
策
形
成
能
力
が

図
ら
れ
て
い
る
か
。

町
長　

事
務
事
業
の
点
検
。
持
続
可
能
な
財

政
基
盤
の
確
立
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
特
命

室
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
各

課
横
断
的
課
題
へ
の
対
応
を
推
進
。今
後
も
、

組
織
体
制
の
強
化
と
行
政
運
営
の
効
率
化
に

努
力
し
て
い
く
。

し
ょ
っ
き

は
た
や

た
て
い
と

は
た

は
た
お
と

宮﨑有平　議員
みやざきゆうへい

和田裕之　議員
わ　だ ひろゆき

杉上忠義　議員
すぎがみただよし

合併20周年ロゴマーク

マンホールトイレ
（国土交通省ホームページより）

商品券のイラスト

安達種雄　議員
あだち たねお

与謝野町観光協会

大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
4
つ
の
柱
で
支
援
す
る

A 物
価
高
騰
で
町
民
の
く
ら
し
は
大
変
だ

Q問問

問町
長

町
長

町
長

地
震
防
災
訓
練
は
10
月
に
実
施
す
る

A 北
丹
後
地
震
１
０
０
年
の
防
災
訓
練
は

Q問町
長

問町
長

町
長

問

質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
努
力
し
て
い
く

A 合
併
20
周
年
の
総
括

Q問問問 町
長

町
長

町
長

町
長

町
長

問問

「
地
元
を
誇
り
に
想
う
人
を
生
む
ま
ち
」を
目
指
す

A 与
謝
野
町
の
活
性
化
計
画
を
問
う

Q問問

問町
長

町
長

町
長

一般質問　町政の在り方を問う 一般質問　町政の在り方を問う
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問　

日
本
の
小
中
学
校
教
員
の
1
週
間
あ
た

り
の
勤
務
時
間
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
な
ど

55
カ
国
地
域
の
中
で
最
長
。
小
中
学
校
と
も

各
国
平
均
を
10
時
間
以
上
も
上
回
っ
て
い

る
。
本
町
の
小
中
学
校
教
員
の
一
週
間
に
お

け
る
時
間
外
労
働
時
間
を
問
う
。

教
育
長　

本
年
度
10
月
の
時
間
外
勤
務
時
間

は
、
小
学
校
は
、
一
週
間
の
平
均
で
12
・
２

時
間
。中
学
校
は
一
週
間
の
平
均
が
16
時
間
。

問　

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
現
状
と

取
組
に
つ
い
て
問
う
。

教
育
長　

小
中
学
校
で
共
通
し
て
実
施
し
て

い
る
こ
と
は
、
一
定
の
時
間
を
超
え
る
と
留

守
番
電
話
で
の
対
応
と
し
て
い
る
。

　

中
学
校
に
お
い
て
は
、
自
動
採
点
ソ
フ
ト

の
導
入
に
よ
り
、
テ
ス
ト
の
採
点
に
か
か
る

負
担
を
軽
減
し
て
い
る
。
ま
た
、
各
校
の
対

応
で
は
、
行
事
の
選
択
、
下
校
時
刻
を
早
め

る
こ
と
に
よ
る
事
務
作
業
の
時
間
の
確
保
、

ノ
ー
残
業
デ
ー
の
設
定
、
中
学
校
で
は
、
部

活
動
の
早
朝
練
習
の
中
止
、
活
動
時
間
の
短

縮
な
ど
働
き
方
改
革
を
進
め
て
い
る
。

独
居
高
齢
者
が
抱
え
る
問
題

問　

身
寄
り
の
な
い
人
の
死
後
の
対
応
に
つ

い
て
問
う
。

町
長　

福
祉
課
に
あ
る
町
成
年
後
見
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
そ
の
周
知
、
町
民

の
方
へ
の
浸
透
に
努
め
て
い
る
。

問　

以
前
か
ら
リ
ユ
ー
ス
に
つ
い
て
は
必
要

性
や
事
業
の
効
果
、
通
年
開
催
な
ど
を
訴
え

て
き
た
。
こ
の
事
業
は
①
ご
み
の
減
量
化
②

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
強
化
や
形
成
③「
も

の
」
を
大
切
に
す
る
意
識
④
社
会
福
祉
の
寄

与
に
も
つ
な
が
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
方
向

に
有
意
義
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が

見
解
は
。

町
長　

同
感
で
あ
り
考
え
に
賛
同
す
る
。
リ

ユ
ー
ス
を
考
え
る
際
に
も
そ
う
い
っ
た
こ
と

を
位
置
づ
け
て
い
た
。

問　

今
年
10
日
間
取
り
組
ま
れ
た
「
ち
ょ

こ
っ
と
リ
ユ
ー
ス
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
多

く
の
方
が
利
用
さ
れ
事
業
の
必
要
性
も
一
定

結
果
と
し
て
検
証
で
き
た
と
感
じ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
通
年
で
取
り
組
む
べ
き
で
は
。

町
長　

ま
ず
は
こ
の
事
業
の
拡
大
を
す
る
。

通
年
開
催
に
向
け
て
の
検
討
も
進
め
る
。

町
独
自
の
病
児
保
育
を

問　

子
育
て
世
代
の
悩
み
の
一
つ
に
急
な
発

熱
な
ど
病
気
の
時
の
対
処
だ
と
聞
い
て
い

る
。
当
町
も
核
家
族
化
も
進
ん
で
お
り
、
子

ど
も
を
預
か
っ
て
も
ら
う
に
も
手
間
が
か
か

る
と
聞
い
て
い
る
。
現
在
の
病
児
保
育
所
は

1
市
2
町
の
合
同
運
営
で
一
定
の
ル
ー
ル
も

あ
る
。
町
長
は
「
子
育
て
す
る
な
ら
与
謝
野

町
で
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

石
川
の
国
保
診
療
所
に
町
独
自
の
病
児
保
育

所
を
新
た
に
開
設
し
て
は
ど
う
か
。

町
長　

将
来
的
に
有
効
な
提
案
と
受
け
止

め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

視
察
日　
令
和
7
年
11
月
6
日

視
察
先　
福
井
県
勝
山
市

私
立
「
学
校
法
人
き
の
く
に
子
ど
も
の
村
学

園
か
つ
や
ま
子
ど
も
の
村
小
中
学
校
」

視
察
内
容
　
特
色
あ
る
教
育
の
実
践

　

現
在
、
全
国
に
小
中
学
校
等
、
11
校
を
開

校
さ
れ
、
各
学
校
は
一
学
年
10
名
か
ら
20
名

規
模
、
11
校
で
約
７
０
０
人
の
児
童
生
徒
が

在
籍
。
学
園
の「
教
育
目
標
」は
感
情
・
知
性
・

社
会
性
に
お
い
て
、
自
由
に
育
つ
こ
と
。

視
察
報
告
・
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会

　
「
宿
題
が
な
い
」「
テ
ス
ト
が
な
い
」「
チ
ャ

イ
ム
が
な
い
」「
通
知
表
」
も
な
い
。
そ
れ

で
も
子
ど
も
は
き
っ
ち
り
と
学
習
す
る
。

　

現
代
の
公
教
育
は
制
度
的
に
教
師
中
心
の

画
一
的
な
教
育
。そ
し
て
体
験
中
心
で
な
く
、

書
物
中
心
の
教
育
で
あ
る
。

　

学
園
で
は
、
公
教
育
の
中
身
と
は
全
く
違

う
学
習
ス
タ
イ
ル
だ
。
公
立
で
も
こ
の
学
園

を
見
習
っ
た
取
組
が
広
が
り
、
今
後
も
調
査

研
究
が
必
要
。

視
察
日　
令
和
7
年
10
月
14
日

視
察
先　
兵
庫
県
朝
来
市

視
察
内
容
1
　
観
光
に
つ
い
て

　

観
光
客
は
大
き
く
減
っ
て
い
る
。
竹
田
城

跡
に
来
た
観
光
客
を
、
他
の
観
光
資
源
に
誘

客
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
。

感
想　

来
訪
者
を
ど
う
町
内
の
観
光
に
結
び

つ
け
る
か
、
方
向
は
違
う
が
、
同
じ
課
題
。

　

有
名
な
観
光
名
所
が
で
き
れ
ば
観
光
振
興

は
完
成
、で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
。

視
察
報
告
・
産
業
建
設
環
境
常
任
委
員
会

視
察
内
容
2
　
移
住
と
産
業
施
策
の
関
連
性

　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

　

あ
さ
ご
暮
ら
し
応
援
室
を
中
心
に
、
市
の

す
べ
て
の
事
業
で
移
住
を
位
置
付
け
る
。

　

移
住
支
援
策
は
も
と
よ
り
、
子
育
て
、
医

療
、
仕
事
、
農
業
な
ど
幅
広
い
支
援
策
。

　

11
の
小
学
校
区
の
地
域
自
治
協
議
会
が
、

移
住
者
の
相
談
、受
け
入
れ
な
ど
を
行
な
い
、

空
き
家
管
理
、
紹
介
を
地
域
の
住
宅
事
業
者

が
担
う
な
ど
、
幅
広
く
連
携
。

　

職
員
の
自
主
的
な
や
る
気
度
が
高
い
。

感
想　

与
謝
野
町
と
は
か
な
り
違
う
移
住
の

取
組
で
、
大
変
参
考
に
な
っ
た
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

かつやま子どもの村小中学校にて

朝来市役所にて

河邉新太郎　議員
かわべ しんたろう

リユース会場（町より提供）

加悦小学校

家城功　議員
いえき いさお

一
週
間
平
均
は
小
学
校
12
・２
時
間
、中
学
校
16
時
間

A 小
中
学
校
教
員
の
時
間
外
労
働
時
間
は

Q問

問

問

町
長

通
年
開
催
を
視
野
に
回
数
増
か
ら
取
り
組
む

A リ
ユ
ー
ス
事
業
を
通
年
開
催
に

Q問問町
長

町
長

町
長

問

教
育
長

教
育
長

一般質問　町政の在り方を問う
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令和7年度議会懇談会

意見など　　議会中継の時間が長く視聴が難し
いと感じる。議会中継のダイジェスト版を作成
するなど、町民にとって分かりやすい情報提供
を工夫してはどうか。
回答　議会中継の視聴環境や広報の工夫につい
ては、今後の検討課題と受け止めています。
回答

意見など

意見など　議会だよりでは議案に対する賛否表
が掲載されているが、反対した議員の理由が明
確でない。
回答　反対する場合は、本会議において質問や
反対討論を行うことが基本ですが、発言がない
場合は、議会だよりに反対理由を記載すること
は困難です。

回答

意見など

意見など　　省エネ家電の補助事業やプレミア
ム商品券事業に使われたが、私たち低所得者層
にとっては高額の家電等には手が届かない。
回答　ご指摘のとおり、国交付金が低所得者を
含めて広く行き渡るようにすることも重要な視
点と受け止めています。

回答

意見など

意見など　学校統廃合の時期はいつなのか。地
域から学校がなくなることの影響は大きいので
はないか。
回答　加悦中学校と江陽中学校の統合は令和
15年度以降、野田川地域の小学校の統合は令
和12年度以降という町の方針は示されていま
すが、地元等の意見を聞いておらず、統合の是
非や時期は流動的です。

回答

意見など

意見など　地方議会から国に対して、消費税減
税を求めるような働きかけや制度はないのか。
回答　国に対して意見を伝える方法としては、
「意見書提出を求める請願」などを提出してい
ただき、採択されれば、町議会として正式に国
へ意見書を出します。

回答

意見など

意見など　議員数を減らして14人にするよう
な提案や意見は、区長会などから出ていないの
か。
回答　「これからの与謝野町議会を考える会」
という団体から、定数削減の要望が寄せられて
います。

回答

意見など

意見など　人口減少対策について、一定の収入
が確保できなければ、若い人は帰ってこない。
回答　仕事づくりは、なかなか結果が出ていな
いのが現状です。そのため、福祉の充実などの
魅力化を図る必要もあると考えます。

回答

意見など

意見など　全国的に人口減少が進んでいる。行
政としてビジョンやグランドデザインはあるの
か。なければ作るべきでは。
回答　将来を見据えた持続可能な町づくりのた
めに、ビジョンや方向性を意識しながら取り組
んでいきます。

回答

意見など

意見など　なぜ、給食費の無償化が実現できて
いないのか、その理由も知りたい。
回答　給食費の無償化には、年間で約8,000万
円程度の財源が必要です。町の財政状況では実
施が厳しいと町は説明しています。

回答

意見など

意見など　物価高騰対策事業にお金を使うより、
値上げを予定している下水道料金などの公共料
金の抑制に使うべきでは。
回答　値上げ対策の取組や、お金の使い方につ
いても、議員としての役割を果たしてまいりま
す。

回答

意見など

意見など　リフレかやの里は、今後どのように
しようとしているのか。
回答　募集を行いましたが応募はありませんで
した。引き続き民間活用を検討するとの町の説
明はありましたが、現時点では具体的な見通し
は立っていません。

回答

意見など

意見など　第3次総合計画（基本計画）の策定
途中だと思うが、議会も早い段階から関与する
べきではないか。
回答　議会は、策定された計画をもとに審議す
ることが役割です。
回答

意見など

意見など　下山田地域では、与謝野駅100周年
を記念して、駅周辺を盛り上げるためのイベン
トなどを行っている。議員はこうした取組につ
いてどのように考えているのか。
回答　地域の皆さんが主体的に取り組まれてい
ることは素晴らしいと感じています。
回答

意見など

意見など　クアハウス岩滝は、町がそれだけの
お金を使ってまで維持する必要がある施設なの
か。判断が必要ではないか。
回答　施設の存続については、議会としても慎
重な判断が必要と考えています。
回答

意見など

意見など　帯状疱疹ワクチンは5歳刻みの対象
となっているが、どうしてか。
回答　ようやく高齢者の定期接種となったが、
現状は国の経過措置によるものです。
回答

意見など

意見など　福祉施策について、現状どのように
考えているか。
回答　かつて福祉施策の先進地でしたが、近年
では他市町に比べて遅れが見られる部分もある
のが現状です。

回答

意見など
意見など　議員が視察に行った際には、どのよう
な形でフィードバックを行っているのか知りたい。
回答　各議員が視察内容をレポートにまとめて
おり、議会質問等に反映しています。
回答

意見など

カフェ方式の議会懇談会が好評

　与謝野町議会では、今年度も議会懇談会を10月9日、15日、17日に開催いたしました。
　昨年度に引き続き「まちづくり」をテーマに、旧町単位の3会場で4つの班に分かれて意見交換を
行う「カフェ方式」とし、各班には議員も加わり、双方向の意見交換を進めてまいりました。
　ご参加いただいた皆さまからは、少人数で話しやすかったとのご意見が多く寄せられ、自由な雰囲
気の中で幅広い話題が交わされたことと受け止めております。その一方で、参加者数は昨年度と比較
して減少し、特に若年層や女性の参加が少なかったことは、今後の大きな課題と認識しております。
　また、懇談会のあり方そのものに対しても、各会場において貴重なご提言をいただきました。こう
したご意見を真摯に受け止め、より多くの方にご参加いただける工夫が必要であると考えております。
（懇談会における意見要望を抜粋し掲載しました。すべての意見要望は、町ホームページで公表して
います）

《出された質問などと回答》

全文は町ホームページで
閲覧できます。
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令和7年度議会懇談会令和7年度議会懇談会

《出された主だった意見》
●こども園整備について
•整備用地付近に反30万円で購入できる土地
がある中で、なぜ現在の場所に建設するのか
理解できない。お金がないと言いながら矛盾
している。
•岩滝、加悦地域のこども園が整備されている
中で、野田川地域だけ整備されないとなると、
不公平感がある。
•財政が悪化しているのに、建設が集中し、財
政健全化が図られていない。

●通学自転車補助について
•自転車通学にかかる自転車の購入費が10万
円、制服や体操服などで8万円が必要となる。
補助制度の創設ができないか。

●買物支援について
•安心安全なまちづくりに向けて、年齢を超え
た住民同士の交流や、買物難民への支援策な
どが必要では。

●避難所に必要な物資について
•毛布や非常食の配布はあるが、避難所に水や
簡易トイレも配備が必要では。

●まちづくりに対する考え方について
•どんなまちづくりをしようとしているのか、
全く見えてこない。
•町活性化への真剣な姿が見えない。
•議会は行政の問題点、とりわけ決算や財政面
について、議決権をもとにチェックし、どれ
だけ質問できるかが重要だ。

●産業について
•町の産業振興に対する明確な方針が見えない。
•丹後人会などを通じた企業誘致を検討しては
どうか。

●議案に対する否決が多い件について
•町議会は議案に対する否決が多いように感じ
る。特に最近その傾向が強いように思うが、
これは町側の提案に問題があるのか、それと
も議会側が厳しいのか。

●議員定数について
•議員定数の見直しが必要では。
•削減した場合、町民の意見や声が届かなくな
ることをきちんと知らせたうえで、町民の意
見や判断を求めるべきでは。

•報酬や議員定数を引き下げると、議員のなり
手が更に無くなってしまうのでは。

•現在は1名減っているが、支障はないと感じ
ている。

●議会だよりについて
•「議員になりませんか」の特集は良い企画だ
と思う。

•議会だよりは、質疑と答弁だけでなく、いろ
いろな角度からの記事が多くあり、わかりや
すく評価できる。

●予算や財政の話について
•補助金や交付税措置などの財源構成や根拠を
含め、町民が正しく理解できるよう説明すべ
き。

●入札は適正か
•給食センター3つの入札の落札率は、それぞ
れ99.9％、99％、97％で非常に高く、府や
他市町村では考えられない水準。

●議会懇談会について
•テーマ「まちづくり」は範囲が広すぎるため、
もっとテーマを絞ったほうが良いのでは。

•議会懇談会は、年一回の開催ではなく数回必
要では。

•3会場ではなく、全地区を回ることが必要で
は。

議場写真

産業振興会議（町より提供）

建設中の野田川地域認定こども園

避難所（旧与謝小学校）
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質問　野田川庁舎については耐震性に課題があ
ると聞いているが、今後の方針はどうなってい
るのか。解体などの予定はあるのか。
回答　旧本館については解体する方針としてお
り、具体的な解体時期等について議論を始めて
おります。

回答

質問質問　各種計画に対する反省がない。
回答　各種計画については、進捗管理や数値目
標の達成状況を定期的に確認し、その結果をも
とに見直し、改善に取り組んでおります。

回答
質問

質問　介護施設への送迎に対する助成制度を設
けてほしい。
回答　デイサービスやショートステイを利用さ
れる際の送迎料は介護保険制度の介護サービス
料として給付されており、制度で定められた自
己負担金をご負担いただいております。ただし、
送迎範囲外の地域の方が利用される際は、事前
の取り決めで送迎料実費が必要となる事業所も
ありますが、それに合意の上で施設利用をされ
ていると考えており公費（町負担）での助成制
度は、考えておりません。

回答

質問

質問　野田川改修期成同盟会で堤防の草刈りを
しているが害虫が増えてきている。野焼きなど
の対策ができるように配慮していただきたい。
回答　廃掃法で野焼き行為は原則禁止されてお
ります。野田川改修期成同盟会と対策を協議し
てまいります。

回答

質問

質問　阿蘇海の浄化を目的に毎年「カキ殻回収」
に参加しており、最近は若い世代の方も多く参
加していただいているが、回収した「カキ殻」
を運搬する手段と運搬先がないことに困ってい
る。「カキ殻」の有効な活用方法や対策、運搬
先などのアイデアを出し合い対応できる体制づ
くりをお願いしたい。
回答　京都府・宮津市・本町などで構成する阿
蘇海環境づくり協働会議が協議機関としてあり
ますので、こういったご意見があることをお伝
えします。

回答

質問

質問　春の町内一斉清掃は、4月限定と行政から説明を受けたが、各区において都合があるので希望
に対応していただきたい。
回答　側溝等の清掃活動については、基本的に各区の自主活動として実施されておられると把握して
おり、行政側が時期を指定・限定することはしておりませんが、清掃作業で出る泥の最終処分場への
受入れについては、廃掃法などの関連する法律や廃棄物を処分する施設である特性からも慎重を期し
た管理運営が求められることから、環境美化活動の推進の取組みの一環としてこれまでから春（4月）
に限定して施設の開場・清掃泥の受入れを行ってまいりました。
　ご要望につきましては、役場内の関係課において清掃泥の受けれについて、一定の方針を定めるよ
う拡充の方向で協議を行っており、2月の地域区長会でお示しすることとしています。

回答

質問

質問　自治区のマイクロバス利用の支援も手厚
い配慮をお願いしたい。
回答　令和8年度からは、地区公民館活動委託
料を増額して交付する予定ですので、委託料の
範囲内で地区の実情に合わせて地区公民館活動
を企画・実施願います。

回答

質問

質問　阿蘇ベイエリアに京都北部の観光客を集
客できる「仕組みづくり」が必要では。
回答　阿蘇ベイエリア（※阿蘇シ－サイドパー
ク）への集客を意識した活用につきましては、
第8期与謝野町産業振興会議におきまして、令
和8年1月から議論を開始し、今後の方向性を
決定することができればと考えています。

回答

質問

質問　太陽光パネル（メガソーラー）の設置は、
光の反射、熱の問題、使用後の廃棄など、さま
ざまな問題があると思うが、町では検討されて
いるのか。
回答　主に遊休農地等に設置される太陽光発電
設備については、その一部について町も課題を
感じている事象もあるため、設置に関して一定
の基準を設ける条例を策定する予定としていま
す。

回答

質問

質問　高齢化が進む中で、地域交通の更なる充
実を図るべきであると考えている。
回答　今後の地域交通計画に反映できるよう努
めます。
回答

質問

質問　地域の活性化に対してもっと力を入れて
取り組んでいただきたい。
回答　引き続き、地域活性化に向けて努力して
いきます。
回答

質問

　議会懇談会でだされた町
への要望・意見を、まとめ
て町に提出しました。
　その要望・意見と回答を
報告します。
　全文は町のホームページ
で閲覧できます。

知遊館会場 元気館会場

わーくぱる会場

令和7年度議会懇談会 町への質問・要望と回答
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児童デイサービス　ころん

地域を元気にする取組

児童デイサービス「ころん」は、東功一
さん（所長）と東雅美さん（児童発達支援
管理責任者）のご夫婦で経営されていて、職員
10人と合わせて12人で運営されています。主に
発達特性のある子どもを支援する施設として活動さ
れています。利用登録者は36人ですが、1日10人ま
で利用できると定められています。発達特性のある
子どもたちは、一人ひとり異なる特徴を持っており、
その理解や支援にはさまざまな課題があります。また、
社会全体で発達特性のある人々が、社会に参加できる
環境づくりを進めることと、社会全体が誰一人取り残
さないという視点で、適切な理解や支援を提供すること
が求められています。そのために、「ころん」では子ど
も一人ひとりに合った支援（教育やトレーニング）を、
本人が理解できるように何度も繰り返し行われていま
した。大変、根気のいる作業であると感じました。
発達障害のある人々が、自分らしい生き方を実現
することができる社会の実現に向けて、自治体
や地域の皆さんの理解と支援が求められ
ていると思います。

児童デイサービス

「ころん」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NPO法人虹は、障害や課題を持っ
た児童の支援を行っている法人です。設
立から22年を経過し、3つの事業所を運営
し、町の相談事業を受託するなど、事業を広
げてきました。
「わんぱくクラブ」（石川）は、与謝療育教室を
引き継ぎ保育所に通う児童の療育と、放課後デイ
サービスを行う通所事業所。「ふれんず」（三河内）
は、中高生を中心に小学生も含めた放課後デイサ
ービスを行う事業所。「ぶんぶん」（石川）は、児
童の相談事業を行っています。
山登り、水泳、雪遊び、おやつづくりなど体を
動かすことを基本に、一人ひとりの特性に合わ
せた発達を保障するために、子ども1人に1人
の指導員を配置したり、さまざまな支援を行
っておられます。
子どもが笑顔で、伸び伸びと、走り回
る様子がたくさん見られます。職員
も一緒に走り回り、輝いてお

られました。

特定非営利活動法人

虹
・・・・・・・・・・・・・・・・・・

発達支援相談室ぶんぶん

中高生サポートふれんず

療育教室わんぱくクラブ


